
第５回 議会議員、農業委員会委員の定数及び任期小委員会会議次第 

 

 

開催日時：平成16年４月７日（水）１４：００～ 

開催場所：厚田村役場２階 議会議場 

 

 

１ 開 会 

 

 

２ 協議事項 

○ 議会議員の定数及び任期について 
 

 

３ その他 

  ○ 第６回会議の開催日時等について 
 

 

 

４ 閉 会 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

平成１６年４月７日（水）１４：００～ 

 

厚田村役場２階 議会議場 

 

 

 

 

石狩市・厚田村・浜益村合併協議会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議会議員、農業委員会委員の定数及び任期小委員会 
 

第 ５ 回 委 員 会 議 案 



パターン１-4 [地方自治法、公職選挙法（定数30人）]

自治法上限数(30人)以内

(内訳)

石狩選挙区(26人)

厚田選挙区(2人)

浜益選挙区(2人)

※厚田村、浜益村を合わせて１つの選挙区とすることも可能

パターン３ [在任特例～定数26人(特例期間のみ議員数50人）]

石狩市(26人)

厚田村(12人)

浜益村(12人)

編入合併特例定数(28人)

(内訳)

石狩選挙区(26人)

厚田選挙区(1人)

浜益選挙区(1人)

石狩市(26人)

厚田村(12人)

浜益村(12人)

◎編入合併特例定数

増員数 ＝ 編入する市町村の定数×(編入される市町村の人口÷編入する市町村の人口)

　　　　　(0.5未満の端数は切り捨て、0.5以上1未満は1とする。)

厚田選挙区増員数 26人×(2,804人÷54,567人)＝1.3人≒1人

浜益選挙区増員数 26人×(2,363人÷54,567人)＝1.1人≒1人

議会議員の定数及び任期と特例措置(編入合併)

　　　　　以後同様

50日以内 (石狩市議員任期残任期間) ４年

合併特例法を適用しない場合

石狩市議員
(26人)

パターン５ [在任特例＋定数特例
　　　　　　　　　～定数26人(特例期間のみ議員数50人＋２村に選挙区を設置し議員数28人）]

(石狩市議員任期残任期間)

４年

合併特例法を適用する場合

合併前の３市村の議会議員が在任
(50人)

　　　　　以後同様
条例で定める定数(26人)
(自治法上限数は30人)

(石狩市議員任期残任期間)

　(石狩市)26人＋(厚田村)1人＋(浜益村)1人＝28人

条例で定める定数(26人)
(自治法上限数は30人)

４年

合併前の３市村の議会議員が在任
(50人)

合併期日 増員選挙 一般選挙

平成19年5月11日～

一般選挙

平成23年5月11日～

平成19年5月11日～

合併期日
(選挙なし)

一般選挙 一般選挙

平成23年5月11日～

平成19年5月11日～

一般選挙 一般選挙

平成23年5月11日～

合併期日
(選挙なし)



 

 

 

 

議会議員に関する基礎データ 

 

 

①定数・任期の現況 

区 分 石狩市 厚田村 浜益村 計 

条例定数 ２６人 １２人 １２人  

現議員数 ２６人 １２人 １２人 ５０人 

平成 15 年 5 月 11 日～ 

平成 19 年 5 月 10 日 

平成 15 年 5 月 1 日～ 

平成 19 年 4 月 30 日

平成 13 年 1 月 20 日～ 

平成 17 年 1 月 19 日 
 

任  期 

４   年  

自治法上

の上限数 

３０人 

(91 条 2 項 6 号) 

１４人 

(91 条 2 項 2 号) 

１４人 

(91 条 2 項 2 号) 
 

 ※石狩市に厚田村及び浜益村が編入合併した場合の新「石狩市」における、地方自治法上の定数上

限数は 30 人である。 

 

②報酬等の現況 

区    分 石狩市 厚田村 浜益村 

議 長 ４３９，０００円 ２７９，０００円 ２５１，０００円

副 議 長 ３８３，０００円 ２４０，０００円 ２１９，０００円

常任委員長 ２２１，０００円 １９９，０００円

議運委員長 ２２１，０００円 １９９，０００円

報酬月額 

議 員 ３３６，０００円 ２１１，０００円 １８８，０００円

期末手当額（年間） ４．７８５月 ３．７０月 ４．４０月

 

③その他の現況 

区 分 石狩市 厚田村 浜益村 計 

区 域 面 積 １１７．８６㎢ ２９２．８３㎢ ３１１．１５㎢ ７２１．８４㎢

H12 国調人口 ５４，５６７人 ２，８０４人 ２，３６３人 ５９，７３４人

 

 

 

 

 

 

 

第５回小委員会再提出 

 条例改正等により「②報酬等の現況」に改正があるため再提出する。



編入合併の先進事例による制度の適用パターン（議会議員関係）

◆合併した事例◆

合併期日 県名 新市名 関 係 市 町 村 （ 議 員 数 ： 人 ） 適 用 パ タ ー ン 議 員 数 （ 人 ） 任 期 期 間 （ 約 ）

H13.1.1 新潟県 新潟市 新潟市(48)、黒崎町(22) パターン３　在任 48＋22＝70 H15.5.1 ２年４ヵ月

H13.4.1 茨城県 潮来市 潮来町(20)、牛堀町(14) パターン３　在任 20＋14＝34 H16.2.10 ２年10ヵ月

H13.11.15 岩手県 大船渡市 大船渡市(24)、三陸町(16) パターン３　在任 24＋16＝40 H16.5.8 ２年６ヵ月

H14.11.1 茨城県 つくば市 つくば市(34)、茎崎町(16) パターン３　在任 34＋16＝50 H16.11.29 ２年１ヵ月

パターン４　定数 38＋1＋2＝41 H16.4.30 １年２ヵ月

　　　　　　＋定数 38＋1＋2＝41 H20.4.30 ＋４年

H15.3.1 広島県 廿日市市 廿日市市(20)、佐伯町(16)、吉和村(8) パターン３　在任 20＋16＋8＝44 H17.3.31 ２年１ヵ月

広島県 呉市 呉市(34)、下蒲刈町(10) パターン２　定数 34＋1＝35 H15.4.30 １ヵ月

パターン５　在任 34＋8＝42 H15.5.1 １ヵ月

　　　　　 ＋定数 30＋1＝31 H19.5.1 ＋４年

H15.6.6 千葉県 野田市 野田市(32)、関宿町(20) パターン３　在任 32＋20＝52 H18.5.30 ３年

H15.7.7 新潟県 新発田市 新発田市(30)、豊浦町(18) パターン３　在任 30＋18＝48 H19.4.30 ３年10ヵ月

H15.8.20 愛知県 田原市 田原町(20)、赤羽根町(6) パターン３　在任 20＋6＝26 H19.2.2 ３年５ヵ月

H16.4.1 広島県 府中市 府中市(24)、上下町(8) パターン３　在任 24＋8＝32 H18.5 ２年１ヵ月

H16.4.1 広島県 呉市 呉市(34)、川尻町(16) パターン２　定数 34＋2＝36 H19.4.30 ３年１ヵ月

◆今後合併予定の事例◆

合併期日 県名 新市名 関 係 市 町 村 （ 議 員 数 ： 人 ） 適 用 パ タ ー ン 議 員 数 （ 人 ） 任 期 期 間 （ 約 ）

パターン５　在任 34＋12＋12＋10＋16＝84 H19.5.1 ２年５ヵ月

　　　　　 ＋定数 34＋1＋1＋1＋1＝38 H23.5.1 ＋４年

※報酬は、５市町村現行のとおりとしている。(合併前のそれぞれの議員報酬額)

函館市(34)、戸井町(12)、恵山町(12)、
椴法華村(10)、南茅部町(16)

函館市北海道H16.12.1

新居浜市(34)、別子山村(8)新居浜市愛媛県

H15.4.1

福山市(38)、内海町(12)、新市町(18)福山市広島県H15.2.3



(1)平成17年３月31日を合併期日と仮定した場合
　①議員数の推移 (単位：人)

年度 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
単年度 本則 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
議員数 在任 50 50 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26
累　積 本則 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 360 390 420 450 480
議員数 在任 50 100 126 152 178 204 230 256 282 308 334 360 386 412 438 464

　②議員報酬等(期末手当を含む)の推移 (単位：万円)
年度 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

単年度 本則 17,171 17,171 17,171 17,171 17,171 17,171 17,171 17,171 17,171 17,171 17,171 17,171 17,171 17,171 17,171 17,171
報酬等 在任 28,451 28,451 15,982 14,915 14,915 14,915 14,915 14,915 14,915 14,915 14,915 14,915 14,915 14,915 14,915 14,915
累　積 本則 17,171 34,342 51,513 68,684 85,855 103,026 120,197 137,368 154,539 171,710 188,881 206,052 223,223 240,394 257,565 274,736
報酬等 在任 28,451 56,902 72,884 87,799 102,714 117,629 132,544 147,459 162,374 177,289 192,204 207,119 222,034 236,949 251,864 266,779

議員報酬等(期末手当含む)の累計による比較（万円）
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在任
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(2)平成18年３月31日を合併期日と仮定した場合
　①議員数の推移 (単位：人)

年度 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
単年度 本則 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
議員数 在任 50 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26
累　積 本則 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 360 390 420 450
議員数 在任 50 76 102 128 154 180 206 232 258 284 310 336 362 388 414

　②議員報酬等(期末手当を含む)の推移 (単位：万円)
年度 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

単年度 本則 17,171 17,171 17,171 17,171 17,171 17,171 17,171 17,171 17,171 17,171 17,171 17,171 17,171 17,171 17,171
報酬等 在任 28,451 15,982 14,915 14,915 14,915 14,915 14,915 14,915 14,915 14,915 14,915 14,915 14,915 14,915 14,915
累　積 本則 17,171 34,342 51,513 68,684 85,855 103,026 120,197 137,368 154,539 171,710 188,881 206,052 223,223 240,394 257,565
報酬等 在任 28,451 44,433 59,348 74,263 89,178 104,093 119,008 133,923 148,838 163,753 178,668 193,583 208,498 223,413 238,328

議員報酬等(期末手当含む)の累計による比較（万円）
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